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アイススポーツの現状分析と戦略策定業務

【様式５－１】実施要領に関する質問書

No. 該当ページ 質問事項 回答

１ １ 以下、資格要件に次のとおり示されている「長野市物品・

製造等競争入札参加資格者名簿に登載されていること」に

ついて、ご質問させてください。

当該公募型プロポーザルが募集開始されたという情報を

掴んだ後、弊社は、本業務委託に参加をさせていただきた

いと考え、直ちに、長野市物品・製造等競争入札参加資格

者の登録申請を行っている状況でございます。

ただし、募集開始（6月 18日）から参加申請書の受付（6

月 27日）までわずか 8日間（営業日ベース）であり、とて

も競争入札参加資格者の登録には至らないと考えておりま

す。

地方公共団体の実施する「公募型プロポーザル」に関して

は、公正性・透明性確保の観点が当然重視されることと理

解しております。

執行者側である地方公共団体に一般的に示されているガイ

ドラインにおいては、その性質から公募を広く周知するこ

とや、同時に事業者からの質疑の受付も開始すること、そ

して、より多くの事業者が応募できるよう、公募を開始し

た日から提出期限までは、原則として１か月間以上を確保

するよう周知されていることが記載されているケースが多

本事業の実施要領は、長野市におけるプロポーザル方式

による契約の公平性、透明性及び客観性を担保することを

目的として定められた「長野市プロポーザル方式の実施に

関するガイドライン」に基づき作成しています。本実施要

領の第３及び第４に記載されている「実施スケジュール」

や「提案者に求められる資格要件」についても同様であり、

参加申請書の提出締切日については、本ガイドラインに定

められている「公告期間は原則 10日以上」に基づき実施し

ているものです。

長野市物品・製造等競争入札参加資格の登録については、

６月 27 日 17 時提出締め切りの参加申請の際に、本登録が

お済みでない場合は、「様式２ 事業所概要調書」の「長野

市への事業者登録の有無」の「なし」を選択し、備考欄に、

登録見込み予定日を記載ください。

なお、参加者の資格審査日である７月１日までに、本登

録がされていない場合は、本事業の参加資格要件を満たし

ていないため、参加はできません。
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くあると思われます。

ただし、合理的な理由によりやむを得ない場合は、公募期

間を短縮できることとされていますが、公募期間を短縮す

る場合は、公募による趣旨・目的を損なわないよう十分留

意することとされており、案件の規模・内容に応じて適切

な募集期間を設定することとされております。

今回のケースは参加資格確認の提出期限が公募からわず

か 10日（営業日ベースでは 8日）であり、こういった場合

は、他県や他市町村等の要件としてよく見られる、「物品等

入札参加資格者名簿に登載されている者又は契約までに名

簿に登載見込みの者であること。」等の対応がなされるべき

ところであるかと思われます。

事前に、数ヶ月前から情報をキャッチ出来る事業者と出来

ない事業者で資格申請に係る公平性が担保されず制度上の

欠陥があるように感じるものであり、今回、弾力的な運用

をしていただけないかの質問になります。

本件に関して、専門性の高い業務内容であることからプロ

ポーザル方式が選ばれたにもかかわらず、公募からわずか

10 日の間に資格締切があり、その段階で競争入札参加資格

を有していなくていけないという、高い外壁が設けられて

いることに関して、事業者選定や実施方法の妥当性、そし

て公正性・透明性について問題がないか、ご教授いただけ

れば幸いです。

お忙しいところ恐れ入りますが、是非弊社のような事業者

を受け入れて公平に選定いただきたくご検討いただけます
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と幸いです。

（提案者に求められる資格要件）

第４ 本プロポーザルの参加資格として、以下の要件をすべ

て満たす者（共同企業体方式による場合はすべての者）と

する。

〜（中略）〜

(2) 長野市物品・製造等競争入札参加資格者名簿に登載さ

れていること。

２ ３ 「カ 登記簿又は履歴事項全部証明書（法人格を有しない場

合は、目的、名称、所在地、資産の総額、代表者の氏名及

び住所を記載した書類）」は写しでも可能でしょうか？

原本をご提出ください。

３ ３ 「ク 法人については、直近２期分の事業報告書、賃借対照

表及び損益計算書」について、法人設立（M &A）し、過去

の決算書を引き継げず、1期分しかない場合は、直近 1期

分の提出でもよろしいでしょうか？

また、「事業報告書、賃借対照表及び損益計算書」でいう事

業報告書は通常法人では作りがありませんが、決算報告書

の提出という理解でよろしいでしょうか？

「様式２ 事業所概要調書」の備考欄へ、直近２期分の

書類しか存在しない理由を記載の上、直近１期分をご提出

ください。

事業報告書について、会社法第 435 条第２項に定められ

る事業報告書を指します。


